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「地域密着型特定施設入居者生活介護」 

重要事項説明書 

 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（深川市指定 第 0197400088 号） 

 

当施設はご利用者に対して特定施設入居者生活介護を提供します。施設の概要や 

提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当施設の地域密着型特定施設入居者生活介護は、原則として要介護認定の結果 

「要介護」と認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受けておられ 

ない方はご利用できません。 
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１．施設経営法人 

（１）法 人 名   社会医療法人 アンリー・デュナン会 

 

（２）法 人 所 在 地   深川市あけぼの町１番１号 

 

（３）電 話 番 号   ０１６４－２３－０００１ 

 

（４）代 表 者 氏 名   理事長  永倉 隆太郎 

 

（５）設 立 年 月 日   昭和５４年４月１２日 

 

 

２．ご利用施設 

（１）施 設 の 種 類   指定特定施設・平成２４年５月２９日指定 

 第 ０１９７４０００８８ 号 

 

（２）施 設 の 目 的   地域密着型特定施設は、介護保険法令に従い、ご利用者が 

              その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営む 

              ことができるよう支援することを目的として、ご利用者に 

              特定施設入居者生活介護サービスを提供します。 

 

（３）施 設 の 名 称   ケアハウスえんれい草 

 

（４）施 設 の 住 所   深川市４条１２番６号 

 

（５）電 話 番 号   ０１６４－２６－１１６５ 

 

（６）管 理 者 氏 名   吉村 大祐 

 

（７）当施設の運営方針   特定施設介護サービス計画に基づき、食事、排泄、入浴、 

機能訓練等の療養上の世話及び訓練を行い、入居者自身の 

能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう支 

援する。また、地域との結び付きを重視した運営を行い、 

保健・医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携に 

努めることを運営の方針とする。 

 

（８）開 設 年 月 日   平成２４年６月１日 

 

（９）入 所 定 員   ２９人 

 



３．居室の概要 

（１）居室等の概要  当施設では下記の居室をご用意しています。 

居室の設備・種類 室 数 備 考 

１ 人 部 屋  ２９室 １室面積２１．７㎡（トイレ・洗面所を含む） 

食 堂 ２室 各階フロアに専用食堂 

浴 室 （ 各 階 ） ６室 一般浴各階２室、小浴室１階、特別浴槽１階 

機 能 訓 練 室 １室 ２階フロア 

  ※上記は、厚生労働省が定める基準により、ケアハウス（地域密着型特定施設入居者 

生活介護）に設置が義務付けられている施設・設備です。 

 

  ※居室の変更：ご利用者から居室の変更希望があった場合は、居室の空き状況により 

   施設でその可否を決定します。また、ご利用者の心身の状況により居室を変更する 

場合があります。(一時介護室の利用も含む)その際は、ご利用者やご家族等と協議の

上、同意いただいてから変更するものとします。 

 

 

４．職員の配置状況 

 当施設では、ご利用者に対して特定施設入居者生活介護サービスを提供する職員として 

以下の職種の職員を配置します。 
 

（１）職員の職種と配置人員 

１．管 理 者  １名以上 

２．生 活 相 談 員  １名以上 

３．看 護 職 員  １名以上 

４．介 護 職 員   ９名以上 

５．計画作成担当者  １名以上 

６．機能訓練指導員  １名以上 

７．労 務 員  ２名（非常勤） 

 

（２）主な職種の勤務体制 

職 種 勤 務 体 制 

看 護 職 員 
標準的な時間帯における最低配置人員 

日 勤   ８：４５ ～ １７：００  １名 

介 護 職 員 

標準的な時間帯における最低配置人員 

早 番   ７：３０ ～ １５：４５  １名 

日 勤   ８：４５ ～ １７：００  ３名 

遅 番  １０：１５ ～ １８：３０  １名 

夜 勤  １７：００ ～  ９：００  １名 

生 活 相 談 員 ８：４５ ～ １７：００  １名 

     ※土日や祝祭日、年末年始等は上記と異なります。 



５．特定施設入居者生活介護におけるサービス 

＜サービスの概要＞ 

（１）介護保険の給付対象となるサービス 

  ①入  浴 

   ・定期入浴日は週３回です。 

     毎週 月・水・金 曜日に、３か所の浴室（機械浴を含む）で実施します。 
    

※介助を必要としない方や、見守り程度で入浴が可能な方は、土日や祝祭日にも 

 入浴いただけます。 

 

  ②食  事 

   ・ご利用者の自立支援のため、離床し食堂にて食事を摂っていただくことを原則と 

しています。 
    

・食事の時間は下記のとおりです。 

     朝食  ８：００ ～ 

     昼食 １２：００ ～ 

     夕食 １８：００ ～ 
    

・外出等により食事が必要でない場合は、お早めにご連絡ください。 
 

・特に医師の指示があった場合は、特別な食事を提供します。 

 

  ③生活支援援助 

    特定施設サービス計画に基づき、生活支援を行います。 

 

  ④排  泄 

    排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

 

  ⑤各種生活に関する相談・援助 

    ご利用者及びご家族の方からの各種相談に応じ、適切な助言をいたします。 

 

  ⑥その他自立への支援 

   ・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 
 
   ・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行う配慮をします。 
 
   ・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 



６．施設ご利用料金について 

 介護保険給付対象サービスについて、国が定める負担割合に応じて利用料金をご負担 

いただきます（一定以上の所得のある方は２割負担又は３割負担となります）。 
 

（１）介護保険給付対象サービス利用料金 

 ①介護サービス利用料 

区分 
国が定める 

１日あたりの利用料金 

国が定める負担割合に応じた 

１日あたりの自己負担額 

要介護１ ５，４６０円  

   (１割負担)       ５４６円 

   (２割負担)     １，０９２円 

(３割負担)     １，６３８円 

要介護２ ６，１４０円  

   (１割負担)       ６１４円 

   (２割負担)     １，２２８円 

(３割負担)     １，８４２円 

要介護３ ６，８５０円  

   (１割負担)       ６８５円 

   (２割負担)     １，３７０円 

(３割負担)     ２，０５５円 

要介護４ ７，５００円  

   (１割負担)       ７５０円 

   (２割負担)     １，５００円 

(３割負担)     ２，２５０円 

要介護５ ８，２００円  

   (１割負担)       ８２０円 

   (２割負担)     １，６４０円 

(３割負担)     ２，４６０円 

②体制加算 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

科学的介護推進体制加算        １月につき ４０円 ８０円 １２０円 

生産性向上推進体制加算Ⅱ        1月につき １０円 ２０円 ３０円 

サービス提供体制強化加算Ⅰ      １日につき ２２円 ４４円 ６６円 

夜間看護体制加算（Ⅱ）        １日につき  ９円 １８円 ２７円 

口腔栄養スクリーニング加算 ※算定月・入所月・6月・12 月 

(入所月以降は 6 ヵ月経過後の算定月) 
２０円  ４０円 ６０円 

③個別加算 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

退院・退所時連携加算 ※１   １日につき 30円 60円 90円 

退居時情報提供加算  ※２   １回に限り 250円 500円 750円 

   ※1退院・退所時連携加算については、病院等を退所した方が当施設に入所された日から 30日に 

限り加算の対象となります。また、30日を超える病院や診療所への入院は退院後から 30日に 

限り加算の対象となります。 

   ※2医療機関へ退居する入居者について、退居後の医療機関に対して入居者等を紹介する際、入居者

等の同意を得て、当該入居者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に加算の対

象となります。 

 



   ④処遇改善加算 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 注１ 注１ 注１ 

注１：① ～ ③の合計料金に 11％ を乗じた額となります。 

 

（２）介護保険給付対象外のご利用料金 

サービスの提供に要する費用（１か月） 
ご本人の対象収入により算出。 

別紙、利用料金表参照。 

生活費（１か月） ４６，３２４円 

居住費（１か月） 
５月～９月 ３４，３００円 

10月～４月 ４２，５５０円(暖房費として 8,250 円が加算) 

居室に係る水光熱費（１か月） １５，０００円 

衛生費 １５０円 ／ 日 

日常生活品費 ２１５円 ／ 日 

医療機関受診付添費 

協力医療機関 無  料 

市内医療機関 １，８００円 ／ 時間 

市外医療機関 
１，８００円 ／ 時間 

＋ガソリン代 ２２０円 ／ ㎞ 

移送費 
市内 １，１００円 ／ 回(往復) 

市外 ２２０円 ／ ㎞ 

移送時付添費（施設職員付添） １，０００円 ／ 回 

医療保険適用外自費検査料（感染症等） 実  費 

買い物代行費 １，１００円 ／ 回 

金銭管理費 １１０円 ／ 日 

レクリエーション費 ５５円 ／ 回 

オムツ代・消耗品等 （紙パンツ、尿取りパッド等含む） 実  費 

行事・趣味材料費 

（新年会、敬老会、クリスマス会など各種施設内行事） 
実  費 

電話・インターネット接続費及び使用料 実  費 

理美容サービス 実  費 

客膳費（ご家族等への食事提供費用） ７００円 ／ 一食 

寝具使用料 （ご家族等が宿泊し、施設の寝具を使用される場合） ４８４円 ／ 一泊 

 

 



（３）介護保険負担割合証について 

＊毎年発行されます介護保険負担割合証は、当施設にて負担割合証を確認させていただいた

後、ご本人様又はご家族様にお渡しいたします。（毎年７月下旬に深川市より発行） 

 

７．利用料金のお支払方法 

 料金・費用につきましては、１か月ごとに精算しますので、翌月末日までに下記の方法 

でお支払いください。 
 
 ・口座引き落とし  指定されたご利用者又は身元保証人の口座より、毎月自動引き 

            落としさせていただきます。 

            ※北洋銀行は毎月２１日・北空知信金は毎月１５日引き落とし 

             引き落とし日が休業日の場合は翌営業日となります。 
 

  ※入金確認後、領収書を発行いたします。 

  

８．入居中の医療の提供について 

 医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診察や入院

治療を受けることができます。 

 協力医療機関（歯科を含む） 

医療機関の名称 社会医療法人アンリー・デュナン会 深川第一病院 院長 林  憲雄 

所 在 地 深川市あけぼの町１番１号   ☎ 0164-23-3511 

診 療 科 
内科・消化器科・糖尿病専門外来・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科・眼科・歯科・

歯科口腔外科 

 

９．施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

 当施設との契約では以下のような事由がない限り継続してサービスを利用することができ

ますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご利

用者に退所していただくことになります。 

①事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉

鎖した場合 

②施設の滅失や重大な毀損により、ご利用者に対するサービスの提供が不可能に

なった場合 

③当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

④ご利用者から退所の申し出があった場合（詳細は以下をご参照ください） 

⑤事業者から退所の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照ください） 

 

ご利用者の要介護認定が自立と判定された場合、特定施設入居者生活介護のサービスを 

受けることはできませんが、ケアハウス入所は継続することができます。生活相談員にご 

相談ください。 

 

 



（１）ご利用者からの退所の申し出（中途解約・契約解除） 

 契約の有効期間であっても、ご利用者から当施設からの退所を申し出ることができます。 

その場合には、退所を希望する７日前（※最低７日）までに解約届出書をご提出ください。 

 ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。 

①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

②施設の運営規程の変更に同意できない場合 

③ご利用者が入院された場合 

④事業者が、正当な理由なく本契約に定める特定施設入居者生活介護サービスを

実施しない場合 

⑤事業者が守秘義務に違反した場合 

⑥事業者が故意または過失によりご利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は

著しい不信行為、その他本契約を継続し難い重大な事情が認められる場合 

⑦他の利用者がご利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける

恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

 

（２）事業者からの申し出により退所していただく場合（契約解除） 

 以下の事項に該当する場合には、当施設からの退所をしていただくことがあります。 

①ご利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意

にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続し難い重大な

事情を生じさせた場合 

②ご利用者による、サービス利用料金の支払いが３か月以上遅延し、相当期間を

定めた催告にも関らずこれが支払われない場合 

③ご利用者が、故意又は重大な過失により事業者又は他の利用者等の生命・ 

身体・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を

継続し難い重大な事情を生じさせた場合。 

② ご利用者が、連続して３か月を超えて病院に入院した場合もしくは他の介護保

険施設へ入所した場合 

＊利用者が病院等に入院された場合の対応について 

  当施設に入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は以下のとおりです。 

  特定施設入居者生活介護サービス費は発生しません。但し、サービスの提供に要する 

 費用と、ケアハウス入居費用が発生します。入院等が長引く場合は生活相談員にお申 

し出ください。 

 

（３）円滑な退所のための援助 

 ご利用者が当施設を退所する場合には、ご利用者の希望により、事業者はご利用者の心 

身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助をご契約 

者に対して速やかに行います。 

○適切な病院もしくは診療所又は介護老人施設等の紹介 

○居宅介護支援事業者の紹介 

○その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 



10．事故発生時の対応 

 当施設は、ご利用者に対する特定施設入居者生活介護サービスの提供により事故が発生 

した場合は速やかに市町村、ご利用者の家族に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。 

また、当施設がご利用者に対して行った特定施設入居者生活介護の提供により、賠償すべ 

き事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 

11.身体拘束廃止・虐待防止について 

 当施設は、サービスの提供にあたっては、利用者の生命または身体を保護するため、切迫

性・非代替性・一時性の３つの要件すべてを満たす緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束

その他利用者の行動を制限する行為を行いません。ただし、緊急やむを得ず身体拘束を行う

場合は、本人またはご家族に十分説明を行います。またその態様および時間、その際の利用

者の心身状況、緊急やむを得なかった理由を記録し、ご家族等の要求がある場合および行政

機関等の指示等がある場合には、開示します。 

また、身体拘束廃止・虐待防止のために以下の取り組みを実施しています。 

・虐待防止の担当者を１名選任します 

・苦情解決体制の整備 

・職員会議にて、定期的に虐待防止のための啓発・周知 

・身体拘束廃止のための指針、並びに虐待防止のための指針の整備 

・身体拘束廃止について年２回以上、虐待防止について年２回以上の研修実施 

・「身体拘束廃止・虐待防止委員会」の３ヵ月に 1 回以上の開催 

・虐待が発生した場合、直ちに必要な措置を講じるとともに、保証人または利用者の 

ご家族、および行政機関への速やかな報告 

 

12．苦情の受付について 

（１）苦情処理の手順 

 苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため、必要に応じ訪問を 

実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行い、利用者の立場を考慮しながら事実関係の特 

定を慎重に行います。相談担当者は、把握した状況を管理者とともに検討を行い、当面及 

び今後の対応を決定します。対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行う 

とともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行います。（時間を要する内容も 

その旨を翌日までには連絡します） 

 

（２）当施設における苦情の受付 

 当施設における苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。 
 
  ○苦情受付窓口（担当者）  生活相談員  小笠原 真一 
   

○受付時間   毎週月曜日～金曜日 9:00 ∼ 17:00 
   

○ご利用方法  電話 0164–26-1165 
   

面接 当施設相談室 



（３）行政機関その他苦情受付機関 

深川市 
高齢者支援課介護保険係 

所在地  深川市２条１７番１７号 
     電 話  0164-26-2238 

北海道 
国民健康保険団体連合会 

所在地  札幌市中央区南２条西１４丁目国保会館内 
電 話  011-231-5161 

 

13．非常災害時の対策 

非常時の対応 別途定める消防計画に則り対応を行います。 

避難訓練及び防災設備 

 別途定める消防計画に則り、年２回夜間及び昼間を 

想定した避難訓練、年１回自然災害を想定した防災訓

練を、利用者の方も参加して行います。 

設 備 名 称  

スプリンクラー 防火扉・シャッター 

避難階段 屋内消火栓 

自動火災報知機 ガス漏れ探知機 

誘導灯 消火器 

消防計画等 
深川消防署への届出日：令和７年４月１日 

防火管理者：小笠原 真一 

 

14．施設利用にあたっての留意事項 

居室・設備・器具の利用 

 施設内の居室や設備、器具等は本来の用法に従っ 
てご利用ください。 
 これに反したご利用により破損等が生じた場合、 
弁償していただくことがあります。 
また、入居後１年を経過された場合カーテンの 

洗濯料、１年未満の場合はレースカーテンの洗濯料
をご負担願います。 

喫  煙  敷地内並びに施設内は全館禁煙です。 

迷惑行為等 
 騒音等、他の利用者に迷惑となる行為はご遠慮く 
ださい。また、むやみに他の入居者の居室等に立ち 
入らないでください。 

所持品の管理 

 現金や所持品は自己の責任で管理してください。
万が一、紛失等が発生した場合、当施設は一切その責
任を負いかねます。金銭管理に不安がある方は施設
でお預かりすることも可能(別途、金銭管理費が発生)です。 

宗教活動・政治活動 
 施設内での他の入居者に対する執拗な宗教活動及 
び政治活動はご遠慮ください。 

動物飼育 
施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りし 

ます。 

ご夫婦で の 
入居について 

 ご夫婦での入居は、ご夫婦ともに要介護認定を受 
けている、あるいはご夫婦のどちらかが要介護認定
を受けていれば入居は可能です。 
なお、ご夫婦のどちらかが要介護認定を受け入居 

されている方で、要介護認定を受けている方が退居 
された場合には、要介護認定を受けていない方も同 
時に退居していただくこととなります。 



そ の 他 

 

 

 

別紙１  利用料金表（特定入所 １割負担者用） 

 

別紙２  利用料金表（特定入所 ２割負担者用） 

 

別紙３  利用料金表（特定入所 ３割負担者用） 

 

別紙４  利用料金表（一般入所者用） 

 

別紙５  介護保険給付対象外ご利用料金の算定方法 

 

別紙６  個人情報保護方針 

 

別紙７  個人情報の利用目的 

 

別紙８  重度化した場合における対応の指針 

 

         別紙９  カスタマーハラスメント防止について 

 

         別紙 10  利用者様並びにご家族様へ 
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月
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5
0
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介
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円
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加
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円
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加
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Ⅰ
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Ⅱ
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介
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Ⅲ
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そ
の
他
に
口
腔
栄
養
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
加
算
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入
所
時
、
６
ヵ
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に
１
回
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円
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定
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６
月
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１
２
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６
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療
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介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
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。
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。
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、
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等

）
2
1
5
円

/
日

医
療
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療
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・
１

２
月

）
（

入
所

月
以

降
は

６
ヵ

月
経

過
後

の
算

定
月

）

　
　

　
病

院
、

診
療

所
、

介
護

老
人

保
健

施
設

又
は

介
護

医
療

院
か

ら
退

院
・

退
所

さ
れ

、
え

ん
れ

い
草

に
入

居
さ

れ
た

方
が

入
居

か
ら

3
0
日

に
限

り
（

6
0
円

/
日

）
が

加
算

さ
れ

ま
す

。

　
　

　
入

居
後

3
0
日

を
超

え
る

病
院

や
診

療
所

へ
の

入
院

は
退

院
後

か
ら

3
0
日

に
限

り
(
6
0
円

/
日

)
が

加
算

さ
れ

ま
す

。

　
 
 
　

医
療

機
関

へ
退

居
す

る
入

居
者

へ
退

居
後

の
心

身
の

状
況

、
生

活
歴

等
を

示
す

書
類

を
提

供
し

た
場

合
に

退
居

時
情

報
提

供
加

算
と

し
て

(
5
0
0
円

)
が

加
算

さ
れ

ま
す

。

※
3
）

居
室

で
使

用
す

る
水

道
・

電
気

・
ゴ

ミ
処

分
費

用
・

町
内

会
費

を
指

し
、

一
律

料
金

と
な

り
ま

す
。

○
そ

の
他

利
用

料
金

衛
生

費
（

マ
ッ

ト
レ

ス
、

布
団

カ
バ

ー
、

枕
、

枕
カ

バ
ー

、
シ

ー
ツ

の
洗

濯
管

理
費

用
）

1
5
0
円

/
日

日
常

生
活

品
費

（
シ

ャ
ン

プ
ー

・
リ

ン
ス

・
ボ

デ
ィ

ー
ソ

ー
プ

・
フ

ェ
イ

ス
タ

オ
ル

・
バ

ス
タ

オ
ル

・
お

し
ぼ

り
等

）
2
1
5
円

/
日

医
療

機
関

受
診

付
添

費
協

力
医

療
機

関
無

料
※

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

要
す

る
費

用
に

つ
い

て

市
内

医
療

機
関

1
,
8
0
0
円

/
時

間
ご

夫
婦

で
入

所
す

る
場

合
は

、
ご

夫
婦

の
収

入
及

び
必

要
経

費

市
外

医
療

機
関

1
,
8
0
0
円

/
時

間
を

合
算

し
、

合
計

額
の

２
分

の
１

を
そ

れ
ぞ

れ
の

対
象

収
入

と

プ
ラ

ス
　

ガ
ソ

リ
ン

代
　

2
2
0
円

/
㎞

し
ま

す
。

移
送

費
市

内
(
往

復
)

1
,
1
0
0
円

/
回

そ
の

結
果

、
そ

れ
ぞ

れ
の

対
象

収
入

が
１

５
０

万
円

以
下

に
該

市
外

2
2
0
円

/
㎞

当
す

る
場

合
は

、
上

記
表

の
金

額
か

ら
３

０
％

減
額

し
た

額
を

移
送

時
付

添
費

（
施

設
職

員
付

添
）

1
,
0
0
0
円

/
回

お
一

人
ず

つ
か

ら
の

徴
収

額
と

し
ま

す
。

医
療

保
険

適
用

外
自

費
検

査
料

（
感

染
症

等
）

実
費

買
い

物
代

行
費

1
,
1
0
0
円

/
回

金
銭

管
理

費
1
1
0
円

/
日

レ
ク

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

費
5
5
円

/
回

客
膳

費
 
 
 
 
 
 
(
ご

家
族

等
へ

の
食

事
提

供
費

用
)

7
0
0
円

/
一

食

寝
具

使
用

料
 
 
(
ご

家
族

等
が

宿
泊

し
、

施
設

の
寝

具
を

使
用

さ
れ

る
場

合
)

4
8
4
円

/
一

泊

オ
ム

ツ
代

・
消

耗
品

等
実

費

行
事

・
趣

味
材

料
費

（
新

年
会

、
敬

老
会

、
ク

リ
ス

マ
ス

会
な

ど
各

種
施

設
内

行
事

）
実

費

洗
濯

乾
燥

機
使

用
料

無
料

カ
ラ

オ
ケ

使
用

料
無

料

マ
ッ

サ
ー

ジ
機

使
用

料
無

料

電
話

・
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

費
及

び
使

用
料

実
費

1
5
,
0
0
0

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

要
す

る
費

用
生

活
費

居
住

費
（

※
1
)

居
室

に
係

る
水

光
熱

費
他

（
※

3
）

4
6
,
3
2
4

3
4
,
3
0
0

3
8
,
5
4
0
/
月

ケ
ア

ハ
ウ

ス
え

ん
れ

い
草

　
利

用
料

金
表

（
特

定
入

所
　

２
割

負
担

者
用

）

4
7
,
7
9
6
/
月

本
人

負
担

　
　

小
計

介
護

費
用

1
割

負
担

額
（

1
か

月
3
0
日

で
計

算
）

（
※

2
）

5
2
,
1
2
6
/
月

5
6
,
7
8
8
/
月

4
3
,
0
6
8
/
月
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R
7
/
2
/
1
 
改

訂

5
月

～
9
月

1
0
月

～
4
月

要
介

護
1

要
介

護
2

要
介

護
3

要
介

護
4

要
介

護
5

対
象

収
入

8
,
2
5
0

1
,
6
3
8
円

/
日

1
,
8
4
2
円

/
日

2
,
0
5
5
円

/
日

2
,
2
5
0
円

/
日

2
,
4
6
0
円

/
日

1
5
0
万

円
以

下
1
0
,
0
0
0

9
0
,
6
2
4

9
8
,
8
7
4

1
6
0
万

円
以

下
1
3
,
0
0
0

9
3
,
6
2
4

1
0
1
,
8
7
4

1
7
0
万

円
以

下
1
6
,
0
0
0

9
6
,
6
2
4

1
0
4
,
8
7
4

1
8
0
万

円
以

下
1
9
,
0
0
0

9
9
,
6
2
4

1
0
7
,
8
7
4

1
9
0
万

円
以

下
2
2
,
0
0
0

1
0
2
,
6
2
4

1
1
0
,
8
7
4

2
0
0
万

円
以

下
2
5
,
0
0
0

1
0
5
,
6
2
4

1
1
3
,
8
7
4

＋
2
1
0
万

円
以

下
3
0
,
0
0
0

1
1
0
,
6
2
4

1
1
8
,
8
7
4

2
2
0
万

円
以

下
3
5
,
0
0
0

1
1
5
,
6
2
4

1
2
3
,
8
7
4

2
3
0
万

円
以

下
4
0
,
0
0
0

1
2
0
,
6
2
4

1
2
8
,
8
7
4

2
4
0
万

円
以

下
4
5
,
0
0
0

1
2
5
,
6
2
4

1
3
3
,
8
7
4

2
4
0
万

円
超

5
1
,
9
0
0

1
3
2
,
5
2
4

1
4
0
,
7
7
4

※
1
）

1
0
月

～
4
月

ま
で

は
暖

房
費

と
し

て
毎

月
8
,
2
5
0
円

が
居

住
費

に
加

算
さ

れ
ま

す
。

※
2
）

科
学

的
介

護
推

進
体

制
加

算
（

1
2
0
円

/
月

）
・

生
産

性
向

上
推

進
体

制
加

算
Ⅱ

(
3
0
円

/
月

)
・

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

Ⅰ
(
6
6
円

/
日

)
・

夜
間

看
護

体
制

加
算

(
Ⅱ

)
(
2
7
円

/
日

)
・

介
護

職
員

等
処

遇
改

善
加

算
Ⅲ

(
1
1
%
/
月

)
を

含
み

ま
す

。

 
 
 
 
 
そ

の
他

に
口

腔
栄

養
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

加
算

が
入

所
時

、
６
ヵ

月
に

１
回
（

6
0
円

/
月

）
が

加
算

さ
れ
ま

す
。

（
算

定
月

…
入

所
月
・

６
月

・
１

２
月

）
（
入

所
月

以
降
は

６
ヵ

月
経
過

後
の

算
定

月
）

　
　

　
病

院
、

診
療

所
、

介
護

老
人

保
健

施
設

又
は

介
護

医
療

院
か

ら
退
院

・
退

所
さ
れ

、
え

ん
れ
い

草
に
入

居
さ

れ
た
方

が
入

居
か
ら

3
0
日

に
限

り
（

9
0
円

/
日
）

が
加
算

さ
れ

ま
す
。

　
　

　
入

居
後

3
0
日

を
超

え
る

病
院

や
診

療
所

へ
の

入
院

は
退

院
後

か
ら
3
0
日

に
限

り
(
9
0
円
/
日

)
が
加

算
さ

れ
ま
す

。

　
 
 
　

医
療

機
関

へ
退

居
す

る
入

居
者

へ
退

居
後

の
心

身
の

状
況

、
生

活
歴

等
を

示
す
書

類
を

提
供
し

た
場
合

に
退

居
時
情

報
提

供
加
算

と
し

て
(
7
5
0
円

)
が
加

算
さ

れ
ま
す

。

※
3
）

居
室

で
使

用
す

る
水

道
・

電
気

・
ゴ

ミ
処

分
費

用
・

町
内

会
費

を
指

し
、

一
律

料
金

と
な

り
ま

す
。

○
そ

の
他

利
用

料
金

衛
生

費
（

マ
ッ

ト
レ

ス
、

布
団

カ
バ

ー
、

枕
、

枕
カ

バ
ー

、
シ

ー
ツ

の
洗

濯
管

理
費

用
）

1
5
0
円

/
日

日
常

生
活

品
費

（
シ

ャ
ン

プ
ー

・
リ

ン
ス

・
ボ

デ
ィ

ー
ソ

ー
プ

・
フ

ェ
イ

ス
タ

オ
ル

・
バ

ス
タ

オ
ル

・
お

し
ぼ

り
等

）
2
1
5
円

/
日

医
療

機
関

受
診

付
添

費
協

力
医

療
機

関
無

料
※

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

要
す

る
費

用
に

つ
い

て

市
内

医
療

機
関

1
,
8
0
0
円

/
時

間
ご

夫
婦

で
入

所
す

る
場

合
は

、
ご

夫
婦

の
収

入
及

び
必

要
経

費

市
外

医
療

機
関

1
,
8
0
0
円

/
時

間
を

合
算

し
、

合
計

額
の

２
分

の
１

を
そ

れ
ぞ

れ
の

対
象

収
入

と

プ
ラ

ス
　

ガ
ソ

リ
ン

代
　

2
2
0
円

/
㎞

し
ま

す
。

移
送

費
市

内
(
往

復
)

1
,
1
0
0
円

/
回

そ
の

結
果

、
そ

れ
ぞ

れ
の

対
象

収
入

が
１

５
０

万
円

以
下

に
該

市
外

2
2
0
円

/
㎞

当
す

る
場

合
は

、
上

記
表

の
金

額
か

ら
３

０
％

減
額

し
た

額
を

移
送

時
付

添
費

（
施

設
職

員
付

添
）

1
,
0
0
0
円

/
回

お
一

人
ず

つ
か

ら
の

徴
収

額
と

し
ま

す
。

医
療

保
険

適
用

外
自

費
検

査
料

（
感

染
症

等
）

実
費

買
い

物
代

行
費

1
,
1
0
0
円

/
回

金
銭

管
理

費
1
1
0
円

/
日

レ
ク

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

費
5
5
円

/
回

客
膳

費
 
 
 
 
 
 
(
ご

家
族

等
へ

の
食

事
提

供
費

用
)

7
0
0
円

/
一

食

寝
具

使
用

料
 
 
(
ご

家
族

等
が

宿
泊

し
、

施
設

の
寝

具
を

使
用

さ
れ

る
場

合
)

4
8
4
円

/
一

泊

オ
ム

ツ
代

・
消

耗
品

等
実

費

行
事

・
趣

味
材

料
費

（
新

年
会

、
敬

老
会

、
ク

リ
ス

マ
ス

会
な

ど
各

種
施

設
内

行
事

）
実

費

洗
濯

乾
燥

機
使

用
料

無
料

カ
ラ

オ
ケ

使
用

料
無

料

マ
ッ

サ
ー

ジ
機

使
用

料
無

料

電
話

・
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

費
及

び
使

用
料

実
費

ケ
ア

ハ
ウ

ス
え

ん
れ

い
草

　
利

用
料

金
表

（
特

定
入

所
　

３
割

負
担

者
用

）

7
1
,
6
9
4
/
月

本
人

負
担

　
　

小
計

介
護

費
用

1
割

負
担

額
（

1
か

月
3
0
日

で
計

算
）

（
※

2
）

7
8
,
1
8
9
/
月

8
5
,
1
8
2
/
月

6
4
,
6
0
2
/
月

1
5
,
0
0
0

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

要
す

る
費

用
生

活
費

居
住

費
（

※
1
)

居
室

に
係

る
水

光
熱

費
他

（
※

3
）

4
6
,
3
2
4

3
4
,
3
0
0

5
7
,
8
1
0
/
月



別紙４ 

 

R
7
/
2
/
1
 
改

訂

5
月

～
9
月

1
0
月

～
4
月

対
象

収
入

8
,
2
5
0

1
5
0
万

円
以

下
1
0
,
0
0
0

9
0
,
6
2
4

9
8
,
8
7
4

1
6
0
万

円
以

下
1
3
,
0
0
0

9
3
,
6
2
4

1
0
1
,
8
7
4

1
7
0
万

円
以

下
1
6
,
0
0
0

9
6
,
6
2
4

1
0
4
,
8
7
4

1
8
0
万

円
以

下
1
9
,
0
0
0

9
9
,
6
2
4

1
0
7
,
8
7
4

 
 
 
 
 
 
 
※

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

要
す

る
費

用
に

つ
い

て

1
9
0
万

円
以

下
2
2
,
0
0
0

1
0
2
,
6
2
4

1
1
0
,
8
7
4

 
 
 
 
 
 
 
ご

夫
婦

で
入

所
す

る
場

合
は

、
ご

夫
婦

の
収

入
及

び
必

要
経

費

2
0
0
万

円
以

下
2
5
,
0
0
0

1
0
5
,
6
2
4

1
1
3
,
8
7
4

 
 
 
 
 
 
 
を

合
算

し
、

合
計

額
の

２
分

の
１

を
そ

れ
ぞ

れ
の

対
象

収
入

と

2
1
0
万

円
以

下
3
0
,
0
0
0

1
1
0
,
6
2
4

1
1
8
,
8
7
4

 
 
 
 
 
 
 
し

ま
す

。

2
2
0
万

円
以

下
3
5
,
0
0
0

1
1
5
,
6
2
4

1
2
3
,
8
7
4

 
 
 
 
 
 
 
そ

の
結

果
、

そ
れ

ぞ
れ

の
対

象
収

入
が

１
５

０
万

円
以

下
に

該

2
3
0
万

円
以

下
4
0
,
0
0
0

1
2
0
,
6
2
4

1
2
8
,
8
7
4

 
 
 
 
 
 
 
当

す
る

場
合

は
、

左
記

表
の

金
額

か
ら

３
０

％
減

額
し

た
額

を

2
4
0
万

円
以

下
4
5
,
0
0
0

1
2
5
,
6
2
4

1
3
3
,
8
7
4

 
 
 
 
 
 
 
お

一
人

ず
つ

か
ら

の
徴

収
額

と
し

ま
す

。

2
5
0
万

円
以

下
5
2
,
0
0
0

1
3
2
,
6
2
4

1
4
0
,
8
7
4

2
6
0
万

円
以

下
5
9
,
0
0
0

1
3
9
,
6
2
4

1
4
7
,
8
7
4

2
7
0
万

円
以

下
6
6
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介護保険給付対象外ご利用料金の算定方法 
 

令和 7年２月 1日～ 
 

✻１か月を 30.4日で算定する（ 365日 ÷ 12か月 ） 

 
 

◎サービスの提供に要する費用（ ご本人の収入状況に応じ金額を算出 ） 
 

    ・月の初日（１日）に入所される場合は、その月から計上する 

    ・月の途中（１日以降）に入所される場合は、翌月から計上する 

    ・入所後は入院や外泊等を問わず、施設に入所(在籍)中の間は毎月計上する 

 

 

   ◎生活費 （ 46,324円 ÷ 30.4日 ＝ 1日あたり 1,524円 ） 
 

    ・月の途中入所及び途中退所をされる場合、1,524 円×利用日数で算定する 

    ・入院及び外泊をされた場合、1,524 円×入院または外泊日数の額を、46,324 円から減額 

する 

    ※但し、一泊二日の外泊等で、朝食を摂ってから外泊に出かけ、翌日施設に戻り夕食を摂ら 

     れる等の場合は減額対象としない 

 

 

   ◎居住に関する費用 （ 34,300円 ÷ 30.4日 ＝ 1日あたり 1,129円 ） 
 

    ・月の途中入所及び途中退所をされる場合、1,129円×利用日数で算定する 

    ・入院及び外泊をされた場合でも、居室は専有となっているため減額対象としない 

 

 

   ◎居室に係る水光熱費 （ 15,000円 ÷ 30.4日 ＝ 1日あたり 493円 ） 
 

    ・月の途中入所及び途中退所をされる場合、493 円×利用日数で算定する 

    ・入院及び外泊をされた場合、493 円×入院または外泊日数の額を、15,000円から減額する 

    ※但し、一泊二日の外泊等の場合は、両日とも居室を使用するため減額対象としない 

 

 

   ◎暖房費【1 0月～4月】 （ 8,250円 ÷ 30.4日 ＝ 1日あたり 272円 ） 
 

    ・月の途中入所及び途中退所をされる場合、272 円×利用日数で算定する 

       ・入院及び外泊をされた場合、272 円×入院または外泊日数の額を、8,250 円から減額する 

    ※但し、一泊二日の外泊等の場合は、両日とも居室を使用するため減額対象としない 
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個人情報保護方針 

 

社会医療法人アンリー・デュナン会（以下「法人」という）は、利用者等の個人情報を適切に取り扱うことは、介護サービ

スに携わるものの重大な責務と考えます。法人が保有する利用者等の個人情報に関し、適正かつ適切な取扱いに努力すると

ともに、広く社会からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関連する法令その他関係法令及

び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の保護を図ることをここに宣言します。 

 

 

１．個人情報の適切な取扱、管理、利用、開示、委託 

  

①個人情報の取得にあたり、利用目的を開示した上で必要な範囲の情報を取得し、利用目的を通知又は公表し、その 

範囲内で利用します。 

  

②個人情報の取得・利用・第三者提供にあたり、本人の同意を得ることとします。 

  

③法人が委託する医療・介護関係事業者は、業務の委託にあたり、個人情報保護法と厚生労働省ガイドラインの趣旨 

を理解し、それに沿った対応を行う事業者を選定し、かつ個人情報に係る契約を締結した上で情報提供、委託先へ 

の適切な監督をします。 

 

 

２．個人情報の安全性確保の措置 

  

①法人は、個人情報保護の取り組みを全役職員等に周知徹底させるために、個人情報に関する規則類を整備し、必要 

な教育訓練を継続的に行います。 

 

②個人情報への不正なアクセス、個人情報の漏えい、減失、又は毀損の予防及び是正のため、法人内において規則類 

を整備し、安全対策に努めます。 

 

 

３．個人情報の開示、訂正、更新、利用停止、削除、第三者提供の停止等への対応 

  

法人は、本人が自己の個人情報について開示、訂正、更新、利用停止、削除、第三者提供の停止等への申し出がある 

場合には、速やかに対応します。これらを希望される場合には、個人情報相談窓口までお問い合わせください。 

（☎0164-26-1165） 

 

 

４．苦情の対応 

  

法人は、個人情報取り扱いに関する苦情に対し、適正かつ迅速な対応に努めます。 

 

 

平成２８年８月１日 

社会医療法人アンリー・デュナン会 

理事長 永倉 隆太郎 
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個人情報の利用目的 

 

社会医療法人アンリー・デュナン会が運営する、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所ケアハウスえんれい草では、個

人情報保護法及び利用者の権利と尊厳を守り、安全管理に配慮する「個人情報保護規程」の下、ここに利用者の個人情報の

「利用目的」を公表します。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

１．施設内部での利用目的 

 ①施設が利用者等に提供する介護サービス 

 ②介護保険事務 

 ③介護サービスの利用に係る施設の管理運営業務のうち次のもの 

      ・入退所等の管理 

      ・会計、経理 

      ・介護事故、緊急時の報告 

      ・当該利用者への介護・医療サービスの向上 

２．他の介護事業者等への情報提供を伴う利用目的 

 ①施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

      ・利用者にサービスを提供する他の居宅サービス事業者や、居宅介護支援事業所との連携（サービス担当者会

議等）、照会への回答 

      ・その他の業務委託 

      ・利用者の診療等にあたり、外部の医師の意見・助言を求める場合 

      ・家族等への心身の状況説明 

②介護保険事務のうち 

      ・保険事務の委託（一部委託を含む） 

      ・審査支払機関へのレセプトの提出 

      ・審査支払機関または保険者からの照会への回答 

 ③損害賠償保険等に係る保険会社等への相談または届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

１．施設内部での利用に係る利用目的 

 ①施設の管理運営業務のうち次のもの 

      ・介護サービスや業務の維持・改善の基礎資料 

      ・施設等において行われる学生等の実習への協力 

      ・施設において行われる事例研究等 

２．他の事業所等への情報提供に係る利用目的 

 ①施設の管理運営業務のうち 

      ・外部監査機関、評価機関等への情報提供 

 

なお、あらかじめ利用者本人の同意を得ずに、利用目的の必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことはいたしません。 

 

 

令和７年４月１日 

事業所 ケアハウスえんれい草 

管理者 吉村 大祐 
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重度化した場合における対応の指針 

 

 

○主治医や医療機関との医療連携体制 
 

    通常時及び利用者様の状態が悪化した場合は、状況に応じて看護職が医療機関（主治医）との連絡、 

  調整を図ります。 

 

 

○利用者様に対する日常的な健康管理 
 

   看護職は利用者様の日常の健康状態を把握するとともに、介護職への指示、誘導を行います。介護職 

  は看護職からの指示、誘導を受け、日常的な健康管理を行います。 

 

 

○急変時における２４時間オンコール体制 
 

   利用者様に病状等の急変が生じた場合は、看護職が２４時間対応します。緊急性が高い場合は救急車 

  搬送により、協力医療期間あるいは当施設の指定する医療機関において受診、入院となります。 

 

 

○記録の整備 
 

   利用者様個人別に上記の業務に関する記録を作成し、ケアハウス内に保管します。 

 

 

○入院期間中におけるケアハウス利用料金の取扱い 
 

   入院期間中に利用者様にお支払いいただく料金は、サービスの提供に要する費用と居住に関する費用 

   をお支払いいただき、介護保険の法定利用料、生活費、居室に係る水光熱費、介護保険適用外の料金等 

は請求をいたしません。 

 

 

 

 

社会医療法人アンリー・デュナン会 

ケアハウスえんれい草 

管理者 吉村 大祐 
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利用者様並びに御家族様へ 

当施設では利用者様が快適な入居生活を送られますように、安全な環境作り
に努めておりますが、利用者様の身体状況や病気に伴う様々な症状が原因に
より、下記の危険性が伴うことを十分にご理解下さいますよう、お願い申し
上げます。 

 

【高齢者の特徴に関して】 

 

➢ 歩行時の転倒、ベッドや車椅子からの転落等

による骨折・外傷の恐れがあります。 

 

➢ ケアハウスえんれい草では、原則的に拘束を

行わないことから、転倒・転落による事故の

可能性があります。 

 

➢ 高齢者の骨はもろく、通常の対応でも容易に骨折する恐れがあり

ます。 

 

➢ 高齢者の皮膚は薄く、少しの摩擦で表

皮剥離ができやすい状態にあります。 

 

➢ 高齢者の血管はもろく、軽度の打撲で

あっても、皮下出血ができやすい状態にあり

ます。 

 

➢ 加齢や認知症の症状により、水分や食物を飲み込む力が低下しま

す。誤嚥・誤飲・窒息の危険性が高い状態

にあります。 

 

➢ 高齢に伴う脳や心臓の疾患により、急変・

急死される場合もあります。 

 

 

当施設では、上記に対しても十分心得て看護・介護を行っております
が、このことは、ご自宅でも起こりうることですので、十分ご留意い
ただきますようお願い申し上げます。 
なお、説明でわからないことがございましたら、ご遠慮なく 

看護師・介護職員にお尋ねください。 
ケアハウス えんれい草 

管理者 吉村 大祐 


